
沖縄県教育委員会訓令の一部改正（沖縄県生涯学習推進本部設置規

程）

生涯学習振興課

沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第４条

第１項第２号、沖縄県教育庁事務決裁規程第５条第１項第１号の規定に基づき、

教育指導統括監専決により処理したので、同規則第６条の規定により報告する。

１ 規則（訓令）の概要（沖縄県生涯学習推進本部設置規程）

本県における生涯学習に関する施策を総合的に推進するために必要な事項を

定めた教育委員会規則（訓令）

２ 改正の経緯及び必要性

業務の効率化及び省力化を図るため、幹事会の幹事及び実務者会議の班員の

構成を39課体制から各部の主管課等がとりまとめる体制への変更に伴い、幹事

会の幹事及び実務者会議の班員の職名を改める必要がある。

３ 改正の概要

⑴ 幹事会の幹事（課長級）の構成及び職名を改める。（別表第２関係）

⑵ 実務者会議の班員（班長級）の構成及び職名を改める。（別表第３関係）

⑶ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日

公 布 日 令和５年３月24日

施行年月日 令和５年４月１日

令和５年第６回教育委員会会議 報告事項（12）
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新
旧
対
照
表

沖
縄
県
生
涯
学
習
推
進
本
部
設
置
規
程
（
平
成
４
年
沖
縄
県
訓
令
第
５
号
・
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号
・
沖
縄
県
警
察
本
部
訓
令
第
５
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

後
現

行

（
設
置
）

第
１
条
～
第
６
条

（
略
）

第
１
条

本
県
に
お
け
る
生
涯
学
習
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
沖
縄
県
生
涯
学

習
推
進
本
部
（
以
下
「
推
進
本
部
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

第
２
条
～
第
５
条

（
略
）

（
幹
事
会
）

第
６
条

推
進
本
部
に
幹
事
会
を
置
く
。

２
幹
事
会
は
、
推
進
本
部
を
補
佐
し
、
推
進
本
部
に
提
示
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
調
整
す
る
。

３
幹
事
会
は
、
幹
事
長
、
副
幹
事
長
及
び
幹
事
で
組
織
す
る
。

４
幹
事
長
は
教
育
指
導
統
括
監
を
も
っ
て
充
て
、
副
幹
事
長
は
教
育
庁
生
涯
学
習
振
興
課
長
を

も
っ
て
充
て
る
。

５
幹
事
は
、
別
表
第
２
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

６
幹
事
会
の
会
議
は
、
幹
事
長
が
招
集
す
る
。

（
実
務
者
会
議
）

（
実
務
者
会
議
）

第
７
条

推
進
本
部
に
実
務
者
会
議
を
置
く
。

第
７
条

推
進
本
部
に
実
務
者
会
議
を
置
く
。

２
実
務
者
会
議
は
、
幹
事
会
を
補
佐
し
、
幹
事
会
に
提
示
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
調
整
す
る
。

２
実
務
者
会
議
は
、
幹
事
会
を
補
佐
し
、
幹
事
会
に
提
示
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
調
整
す
る
。

３
実
務
者
会
議
は
、
班
長
及
び
班
員
で
組
織
す
る
。

３
実
務
者
会
議
は
、
班
長
及
び
班
員
で
組
織
す
る
。

４
班
長
は
教
育
庁
生
涯
学
習
振
興
課
副
参
事
を
も
っ
て
充
て
、
班
員
は
別
表
第
３
に
掲
げ
る
職
に
４

班
長
は
教
育
庁
生
涯
学
習
振
興
課
生
涯
学
習
推
進
監
を
も
っ
て
充
て
、
班
員
は
別
表
第
３
に
掲

あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

５
実
務
者
会
議
は
、
班
長
が
招
集
す
る
。

５
実
務
者
会
議
は
、
班
長
が
招
集
す
る
。

６
班
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
実
務
者
会
議
に
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

６
班
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
実
務
者
会
議
に
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

７
部
員
は
、
別
表
第
３
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
班
長
が
任
命
す
る
。

７
部
員
は
、
別
表
第
３
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
班
長
が
任
命
す
る
。

第
８
条
～
第
９
条

（
略
）

第
８
条
～
第
９
条

（
略
）
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別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
２
（
第
６
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
６
条
関
係
）

知
事
公
室
秘
書
課
長

知
事
公
室
広
報
課
長

総
務
部
総
務
私
学
課
長

総
務
部
総
務
私
学
課
長

（
削
る
。
）

総
務
部
職
員
厚
生
課
長

企
画
部
企
画
調
整
課
長

企
画
部
企
画
調
整
課
長

（
削
る
。
）

企
画
部
科
学
技
術
振
興
課
長

（
削
る
。
）

企
画
部
地
域
・
離
島
課
長

環
境
部
環
境
政
策
課
長

環
境
部
自
然
保
護
課
長

（
削
る
。
）

環
境
部
環
境
再
生
課
長

子
ど
も
生
活
福
祉
部
福
祉
政
策
課
長

子
ど
も
生
活
福
祉
部
高
齢
者
福
祉
介
護
課
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
青
少
年
・
子
ど
も
家
庭
課
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
障
害
福
祉
課
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
消
費
・
く
ら
し
安
全
課
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
平
和
援
護
・
男
女
参
画
課
長

保
健
医
療
部
保
健
医
療
総
務
課
長

保
健
医
療
部
健
康
長
寿
課
長

（
削
る
。
）

保
健
医
療
部
衛
生
薬
務
課
薬
務
室
長

農
林
水
産
部
農
林
水
産
総
務
課
長

農
林
水
産
部
営
農
支
援
課
長

（
削
る
。
）

農
林
水
産
部
糖
業
農
産
課
長

（
削
る
。
）

農
林
水
産
部
森
林
管
理
課
長

（
削
る
。
）

農
林
水
産
部
水
産
課
長

商
工
労
働
部
産
業
政
策
課
長

商
工
労
働
部
産
業
政
策
課
長

（
削
る
。
）

商
工
労
働
部
も
の
づ
く
り
振
興
課
長

（
削
る
。
）

商
工
労
働
部
中
小
企
業
支
援
課
長

（
削
る
。
）

商
工
労
働
部
雇
用
政
策
課
長

文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
政
策
課
長

文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
振
興
課
長

（
削
る
。
）

文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
振
興
課
長
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（
削
る
。
）

文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長

土
木
建
築
部
土
木
総
務
課
長

土
木
建
築
部
都
市
計
画
・
モ
ノ
レ
ー
ル
課
長

教
育
庁
総
務
課
長

教
育
庁
総
務
課
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
教
育
支
援
課
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
施
設
課
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
学
校
人
事
課
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
県
立
学
校
教
育
課
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
義
務
教
育
課
学
力
向
上
推
進
室
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
保
健
体
育
課
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
文
化
財
課
長

（
削
る
。
）

警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
長

警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
長

警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
長

警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
長

警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
長

別
表
第
３
（
第
７
条
関
係
）

別
表
第
３
（
第
７
条
関
係
）

知
事
公
室
秘
書
課
総
務
班
班
長

知
事
公
室
広
報
課
広
報
広
聴
班
班
長

総
務
部
総
務
私
学
課
私
学
・
法
人
班
班
長

総
務
部
総
務
私
学
課
私
学
・
法
人
班
班
長

（
削
る
。
）

総
務
部
職
員
厚
生
課
厚
生
保
健
班
班
長

企
画
部
企
画
調
整
課
総
務
班
班
長

企
画
部
企
画
調
整
課
総
務
班
班
長

（
削
る
。
）

企
画
部
科
学
技
術
振
興
課
科
学
振
興
班
班
長

（
削
る
。
）

企
画
部
地
域
・
離
島
課
地
域
振
興
班
班
長

環
境
部
環
境
政
策
課
総
務
企
画
班
班
長

環
境
部
自
然
保
護
課
自
然
保
護
班
班
長

（
削
る
。
）

環
境
部
環
境
再
生
課
環
境
対
策
班
班
長

子
ど
も
生
活
福
祉
部
福
祉
政
策
課
総
務
企
画
班
班
長

子
ど
も
生
活
福
祉
部
高
齢
者
福
祉
介
護
課
在
宅
福
祉
班
班
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
青
少
年
・
子
ど
も
家
庭
課
青
少
年
育
成
班
班
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
子
育
て
班
班
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
障
害
福
祉
課
地
域
生
活
支
援
班
班
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
消
費
・
く
ら
し
安
全
課
消
費
生
活
班
班
長

（
削
る
。
）

子
ど
も
生
活
福
祉
部
平
和
援
護
・
男
女
参
画
課
男
女
共
同
参
画
班
班
長
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保
健
医
療
部
保
健
医
療
総
務
課
総
務
企
画
班
班
長

保
健
医
療
部
健
康
長
寿
課
健
康
づ
く
り
班
班
長

（
削
る
。
）

保
健
医
療
部
薬
務
疾
病
対
策
課
薬
務
室
主
幹

農
林
水
産
部
農
林
水
産
総
務
課
総
務
班
班
長

農
林
水
産
部
営
農
支
援
課
営
農
担
い
手
班
班
長

（
削
る
。
）

農
林
水
産
部
糖
業
農
産
課
さ
と
う
き
び
班
班
長

（
削
る
。
）

農
林
水
産
部
森
林
管
理
課
森
林
企
画
班
班
長

（
削
る
。
）

農
林
水
産
部
水
産
課
水
産
企
画
班
班
長

商
工
労
働
部
産
業
政
策
課
総
務
班
班
長

商
工
労
働
部
産
業
政
策
課
総
務
班
班
長

（
削
る
。
）

商
工
労
働
部
も
の
づ
く
り
振
興
課
工
芸
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
産
業
班
班
長

（
削
る
。
）

商
工
労
働
部
中
小
企
業
支
援
課
支
援
班
班
長

（
削
る
。
）

商
工
労
働
部
雇
用
政
策
課
雇
用
企
画
班
班
長

文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
政
策
課
総
務
班
班
長

文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
振
興
課
受
入
推
進
班
班
長

（
削
る
。
）

文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
振
興
課
文
化
振
興
班
班
長

（
削
る
。
）

文
化
観
光
ス
ポ
ー
ツ
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
班
班
長

土
木
建
築
部
土
木
総
務
課
総
務
班
班
長

土
木
建
築
部
都
市
計
画
・
モ
ノ
レ
ー
ル
課
公
園
緑
地
班
班
長

教
育
庁
総
務
課
教
育
企
画
室
主
幹

教
育
庁
総
務
課
教
育
企
画
室
主
幹

（
削
る
。
）

教
育
庁
教
育
支
援
課
学
校
予
算
班
班
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
施
設
課
企
画
財
産
班
班
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
学
校
人
事
課
健
康
管
理
班
班
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
県
立
学
校
教
育
課
高
校
教
育
改
革
班
班
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
義
務
教
育
課
学
力
向
上
推
進
室
主
任
指
導
主
事

（
削
る
。
）

教
育
庁
保
健
体
育
課
学
校
安
全
・
給
食
班
班
長

（
削
る
。
）

教
育
庁
文
化
財
課
管
理
班
班
長

（
削
る
。
）

警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
課
長
補
佐

警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
課
長
補
佐

警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
課
長
補
佐

警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
課
長
補
佐

警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
課
長
補
佐

（
注
）

改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
象
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。


